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令和８年第２回米子市教育委員会臨時会議案
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議案第２号

米子市日吉津村中学校組合の解散、米子市立中学校の設置等

に係る関係議案に対する意見について

教育に関する事務に係る次の各議案を作成することについて、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条

の規定により、米子市教育委員会の意見を取りまとめる。

令和８年２月６日

米子市教育委員会

１ 米子市日吉津村中学校組合規約を変更する協議について

２ 米子市日吉津村中学校組合の解散に関する協議について

３ 米子市日吉津村中学校組合の解散に伴う財産処分に関する協議につい

て

４ 米子市日吉津村中学校組合と米子市との間の学校給食事務の委託の廃

止に関する規約を定める協議について

５ 米子市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

６ 米子市と日吉津村との学齢生徒の教育事務の委託に関する規約を定め

る協議について
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議案第 号

米子市日吉津村中学校組合規約を変更する協議について

次のとおり米子市日吉津村中学校組合規約の一部を変更する協議をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２９０条の規定により、議会の議決を求める。

令和 年 月 日提出

米子市長 伊 木 隆 司
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米子市日吉津村中学校組合規約の一部を改正する規約

米子市日吉津村中学校組合規約（昭和２９年１０月２０日許可）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

附 則

この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（解散した場合の事務の承継）

第13条 組合が解散した場合における事務の承継については、各市村

の議会の議決を経て行う市村の協議により定める。

［新設］

備考 表中の［ ］の記載は、注記である。
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議案第 号

米子市日吉津村中学校組合の解散に関する協議について

米子市日吉津村中学校組合の解散に関し次の協議書のとおり協議することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２９０条の規定により、議会の議決を求める。

令和 年 月 日提出

米子市長 伊 木 隆 司
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米子市日吉津村中学校組合の解散に関する協議書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により、米子市日吉津村中学校組合を解散することについ

て、次のとおり定める。

１ 米子市日吉津村中学校組合（以下「組合」という。）は、令和８年３月３１日をもって解散する。

２ 組合の解散に伴う公文書の管理、未徴収金の徴収その他の事務は、米子市が承継する。

３ 組合の解散時に組合が保管する歳計現金及び前項の徴収金は、米子市に帰属し、組合の共同処理する事務に要した

費用の未払金その他の必要な経費を差し引いた額を、組合を組織する各市村（以下この項において「各市村」とい

う。）の令和８年１月１日における米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校の生徒数に按分して各市村に配分する。
あん

４ この協議書に定めるもののほか、組合の解散に関し必要な事項は、組合を組織する市村が協議して定める。
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議案第 号

米子市日吉津村中学校組合の解散に伴う財産処分に関する協議について

米子市日吉津村中学校組合の解散に伴う財産処分に関し次の協議書のとおり協議することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２９０条の規定により、議会の議決を求める。

令和 年 月 日提出

米子市長 伊 木 隆 司
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米子市日吉津村中学校組合の解散に伴う財産処分に関する協議書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、米子市日吉津村中学校組合の解散に伴う財産処分

を次のとおり定める。

１ 米子市日吉津村中学校組合（以下「組合」という。）が有する土地及び建物並びに物品並びに債権及び債務は、米

子市に帰属し、米子市日吉津村中学校組合財政調整基金に属する現金（これから生ずる果実を含む。）は、別紙に定

めるところにより組合を組織する各市村（以下「各市村」という。）に配分する。

２ 処分する財産の内容は、別紙のとおりとする。
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別紙

１ 土地

土地の所在 地 目 地 籍

米子市下新印１９６番地４ 宅地 ６,８５６.００㎡

米子市下新印１９６番地５ 宅地 ２８０.００㎡

米子市下新印２０３番地２ 宅地 ５８５.００㎡

米子市下新印２０３番地４ 宅地 ２.８０㎡

米子市下新印２０４番地２ 宅地 ４,６３９.００㎡

米子市下新印２０５番地１ 宅地 ２,３６８.００㎡

米子市下新印２０５番地２ 宅地 １５３.００㎡

米子市下新印２０６番地１ 宅地 ７５０.００㎡

米子市下新印２０６番地２ 宅地 ７４４.００㎡

米子市下新印２０６番地３ 宅地 ３１９.００㎡

米子市下新印２０６番地４ 宅地 ４８４.００㎡

米子市下新印２０６番地５ 宅地 ４１８.００㎡

米子市下新印２０７番地１ 宅地 ７９.００㎡

米子市下新印２０７番地 宅地 ８５.００㎡

米子市下新印２０８番地１ 宅地 １,７３５.００㎡
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２ 建物

米子市下新印２０８番地２ 宅地 １,９０９.００㎡

米子市下新印２０８番地３ 宅地 １,４４９.００㎡

米子市下新印２０８番地４ 宅地 ５８.００㎡

米子市下新印２０８番地５ 宅地 １６.００㎡

米子市下新印２０９番地 宅地 ９８.００㎡

米子市下新印２１０番地４ 宅地 １８.００㎡

米子市下新印２２５番地７ 宅地 １,７２５.００㎡

米子市下新印２２５番地８ 宅地 ３２７.００㎡

米子市下新印２２５番地９ 宅地 ４.３２㎡

米子市下新印２２６番地 宅地 ２１.００㎡

米子市下新印２２７番地１ 宅地 ３０２.００㎡

米子市下新印２２７番地２ 宅地 ７３９.００㎡

米子市下新印２２８番地１ 宅地 １,１４５.００㎡

米子市下新印８５１番地 宅地 １７０.００㎡

米子市下新印８５２番地 宅地 ４１.００㎡

米子市下新印８５３番地 宅地 ２１０.００㎡

米子市下新印８５７番地 宅地 ２０５.００㎡
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３ 物品

建物の名称 所 在 構 造 延床面積

管理普通教室棟１－１ 米子市下新印１９６番地４ 鉄筋コンクリート造３階建 １,１３９.００㎡

管理普通教室棟１－２ 米子市下新印１９６番地４ 鉄筋コンクリート造３階建 ９３２.００㎡

屋内運動場 米子市下新印１９６番地４ 鉄骨造平屋建 ９３６.００㎡

プール付属室 米子市下新印１９６番地４ コンクリートブロック造平屋建 ２０.００㎡

管理普通教室棟１７ 米子市下新印１９６番地４ 鉄筋コンクリート造３階建 ２５８.００㎡

武道場 米子市下新印１９６番地４ 鉄骨造平屋建 ３００.００㎡

部室 米子市下新印１９６番地４ コンクリートブロック造２階建 ３２０.００㎡

管理普通教室棟２２ 米子市下新印１９６番地４ 鉄筋コンクリート造３階建 ７７８.００㎡

プロパン庫 米子市下新印１９６番地４ コンクリートブロック造平屋建 ２.００㎡

倉庫２５ 米子市下新印１９６番地４ 鉄骨造平屋建 ９９.００㎡

特別教室棟２６ 米子市下新印１９６番地４ 鉄筋コンクリート造２階建 １,６９０.００㎡

灯油庫 米子市下新印１９６番地４ コンクリートブロック造平屋建 ３.００㎡

渡廊下 米子市下新印１９６番地４ 鉄骨造平屋建 ５１.７５㎡

品 名 数 量 品 名 数 量

ピアノ ２台 チャイム １台
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４ 負債（地方債）

耐火庫 １台 サッカーゴール １組

プリンター １台 ビデオプロジェクター １台

チューバ ２台 移動式放送設備 １式

ビブラフォーン １台 演台 １台

ティンパニ １台 ホルン １台

マリンバ １台 バリトンサクソフォン １台

ドラムセット １台 アルトサクソフォン １台

空調設備 １式 プロジェクター １台

クラリネット ２台 電子黒板 １台

トロンボーン １台

名 称 期 間

平成２１年度 学校教育施設等整備事業（箕蚊屋中学校・特別教室棟危険改築） ２５年

平成２２年度 学校教育施設等整備事業（箕蚊屋中学校管理教室棟耐震補強） ２５年

平成２９年度 武道場天井改修事業 １０年

平成３０年度 箕蚊屋中学校空調設備整備事業 １０年

平成３０年度 箕蚊屋中学校空調設備整備事業（繰越） １０年
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５ 基金

米子市日吉津村中学校組合財政調整基金は、これを廃止する際に残額があるときは、各市村の令和８年１月１日に

おける米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校の生徒数に按分して各市村に配分する。

令和元年度 箕蚊屋中学校外壁改修事業 １０年

令和元年度 学校教育施設等整備事業（義務教育諸学校及び高等学校等施設） １０年

令和２年度 箕蚊屋中学校管理・普通教室棟屋上防水改修工事 １０年

令和３年度 屋内運動場屋根改修事業 １０年

令和４年度 自転車進入路拡幅整備工事 １０年

令和６年度 箕蚊屋中学校トイレ整備工事 １０年
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議案第 号

米子市日吉津村中学校組合と米子市との間の学校給食事務の委託の廃止に関する規約を定める協議につい

て

米子市日吉津村中学校組合と米子市との間の学校給食事務の委託を廃止するため、次の規約を定める協議をすること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２

第３項本文の規定により、議会の議決を求める。

令和 年 月 日提出

米子市長 伊 木 隆 司
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米子市日吉津村中学校組合と米子市との間の学校給食事務の委託に関する規約を廃止する規約

米子市日吉津村中学校組合と米子市との間の学校給食事務の委託に関する規約（昭和４８年７月３日施行）は、廃止

する。

附 則

（施行期日）

１ この規約は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規約による廃止前の米子市日吉津村中学校組合と米子市との間の学校給食事務の委託に関する規約に基づき米

子市日吉津村中学校組合が米子市に委託した事務の管理及び執行に係る収支は、この規約の施行の日の前日をもって

これを打ち切り、米子市長が、これを決算する。

３ 前項の規定による決算に伴い剰余金を生じたときは、当該剰余金は、米子市日吉津村中学校組合の構成団体であっ

た各市村（以下「各市村」という。）の令和８年１月１日における米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校の生徒

数に按分して各市村に配分する。
あん
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議案第 号

米子市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

次のとおり米子市立学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和 年 月 日提出

米子市長 伊 木 隆 司
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米子市立学校設置条例の一部を改正する条例

米子市立学校設置条例（平成１７年米子市条例第６８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（米子市立中学校の設置）

第３条 米子市立中学校を次のとおり設置する。

（米子市立中学校の設置）

第３条 米子市立中学校を次のとおり設置する。

備考 表中の［ ］の記載は、注記である。

名称 位置

［省略］

米子市立尚徳中学校 米子市日原146番地

米子市立箕蚊屋中学校 米子市下新印196番地４

［省略］

名称 位置

［省略］

米子市立尚徳中学校 米子市日原146番地

［新設］

［省略］
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議案第 号

米子市と日吉津村との学齢生徒の教育事務の委託に関する規約を定める協議について

日吉津村から学齢生徒の教育事務を受託するため、次の規約を定める協議をすることについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項本文の規定により、議会

の議決を求める。

令和 年 月 日提出

米子市長 伊 木 隆 司
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米子市と日吉津村との学齢生徒の教育事務の委託に関する規約

（教育事務の委託）

第１条 日吉津村は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２５２条の１４第１項の規定に

基づき、学齢生徒（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１８条に規定する学齢生徒をいう。）の教育事務を米

子市に委託する。

（委託事務の管理及び執行の方法）

第２条 前条の規定により日吉津村が米子市に委託する事務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行については、

委託事務の管理及び執行について適用される米子市の条例、規則その他の規程（次項において「条例等」という。）

の定めるところによるものとする。

２ 米子市長は、前項の条例等の制定又は改廃があったときは、遅滞なく、その旨を日吉津村長に通知するものとする。

（委託事務の経費の負担）

第３条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、日吉津村の負担とし、日吉津村は、これを米子市に支払うものとす

る。

２ 米子市長は、前項の経費の支払を請求するときは、当該経費の額及び納付の時期を記載した書類（これらの事項を

記録した電磁的記録を含む。）を日吉津村長に送付するものとする。

（予算の計上）

第４条 米子市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、米子市歳入歳出予算において計上する

ものとする。

２ 米子市長は、前項の規定により同項の収入及び支出を計上したときは、速やかに、その内容を日吉津村長に通知す
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るものとする。

（決算後の措置）

第５条 米子市長は、法第２３３条第６項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算の委託事務に関する部

分を日吉津村長に通知するものとする。

（協議会の設置）

第６条 米子市及び日吉津村は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、協議により規約を定めて、協

議会を設けるものとする。

（規定外事項）

第７条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、米子市長と日吉津村長とが協議

して定める。

附 則

（施行期日）

１ この規約は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、米子市及び日吉津村がこの規約によ

る事務の委託に係る法第２５２条の１４第３項において準用する法第２５２条の２の２第２項の規定による告示をし

た日から施行する。

（事務の委託を廃止した場合の決算）

２ この規約による事務の委託を廃止した場合は、委託事務の管理及び執行に係る収支は、当該廃止の日をもってこれ

を打ち切り、米子市長が、これを決算する。この場合において、第３条の規定により日吉津村から支払を受けた金額

が、委託事務の管理及び執行に要した経費の金額に対して超過し、又は不足するときは、米子市は、超過額に相当す
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る金額を日吉津村に返還し、又は不足額に相当する金額を日吉津村から徴収するものとする。

（準備行為）

３ 委託事務の管理及び執行のために必要な準備行為は、この規約の施行前においても行うことができる。
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